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第54期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご支援を賜り誠に有難うございます。

　さて、当社第54期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げ

ます。

　本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウ

ェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

　また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

　上記のウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本

情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネットにより議決権を行使する

ことができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」を

ご検討くださいまして、2026年３月25日（水曜日）午後６時までに議決権を行使くださ

いますようお願い申し上げます。

敬　具
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1. 日 時 2026年３月26日（木曜日）午前10時30分

（受付開始時刻午前10時）

※開催時刻が前回と異なりますので、お間違えのないようご注意く

ださい。

2. 場 所 静岡県浜松市中央区板屋町111番地の１

アクトシティ浜松　コングレスセンター　３階　31会議室

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

※昨年と開催時間・場所が異なりますので、ご注意ください。

※お土産の配布、商品の展示及び現況説明会は実施いたしません。

3. 目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第54期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告及

び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類

監査結果報告の件

２. 第54期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類報

告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役８名選任の件

第３号議案 監査役３名選任の件

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

 

記

以　上

◎当日のご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願

い申し上げます。なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正

内容を掲載させていただきます。

◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱

わせていただきます。
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書面又はインターネットにより議決権を行使される場合

行使期限 2026年３月25日（水曜日）午後６時到着分まで有効

書面（郵送）にて行使される場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到

着するようご返送ください。

※郵送による議決権の行使において、議案に賛否の記載がなかった場合には、賛成

の意思表示がされたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限 2026年３月25日（水曜日）午後６時まで

インターネットで議決権を行使される場合

パソコン又はスマートフォンから議決権行使ウェブサイトにアクセス

し（https://evote.tr.mufg.jp/）、同封の議決権行使書用紙に記載

された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画面

の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

※スマートフォンをご利用の株主様

スマートフォンでの議決権行使は、「ログインID」「仮パスワード」の入力が不

要です。

株主総会にご出席の場合

株主総会日時 2026年３月26日（木曜日）午前10時30分開催

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

株主総会当日は、株主総会招集ご通知（本書）をお持ちください。

議決権行使方法のご案内
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議決権行使期限 2026年３月25日（水曜日）午後６時まで

ご注意事項

■インターネットより議決権を行使される場合は、郵送による
お手続きは不要です。

■郵送とインターネットにより、二重に議決権行使をされた場
合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として
取り扱わせていただきます。

■インターネットにより、複数回数にわたり議決権行使をされ
た場合は、最後に行われた議決権行使の内容を有効として取
り扱わせていただきます。

0120-173-027

【議決権行使ウェブサイトの操作方法

に関するお問い合わせについて】

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

（通話料無料、受付時間：午前９時～午後９時）

　

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、スマートフォン又はパソコン等から議決権行使ウ

ェブサイトにアクセスいただき、画面の案内に従って行使していただきますようお願い

いたします。

スマートフォンの場合
QRコードを読み取る方法

1.QRコードを読み取る

議決権行使書副票（右側）

2.画面の案内に従って賛否をご入力ください

■スマートフォンでの議決権行使は、「ロ

グインID」「仮パスワード」の入力が不

要です。

■同封の議決権行使書副票（右側）に記

載された「ログイン用QRコード」を読

み取りいただくことで、ログインいた

だけます。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録

商標です。

見本

見本

ログインID・仮パスワードを入力する方法

1.議決権行使ウェブサイトにアクセスする

2.お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に

記載された「ログインID」および

｢仮パスワード」を入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイト

https://evote.tr.mufg.jp/

「ログイン」をクリック

「ログイン用

QRコード」はこちら▼
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事 業 報 告

（2025年１月１日から
2025年12月31日まで）

Ⅰ 企業集団の現況に関する事項

1. 事業の経過及びその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中、景気は

緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、海外情勢の不透明感に加え、米国

の関税政策の影響、物価高騰による個人消費の抑制、為替相場の円安基調、国内経

済政策の動向等により、企業活動を取り巻く環境は依然として先行き不透明な状況

が続いております。

　国内の二輪車業界においては、新車販売台数は概ね前年並みで推移しており、コ

ロナ前と比較しても引き続き高い水準を維持しております。これにより、国内の二

輪車保有台数は安定的に増加傾向となっております。

　海外の二輪車市場においては、連結子会社のあるインドネシアでは期中に発生し

た大規模デモの影響により一時的に経済活動が停滞しましたが、その後は沈静化と

ともに回復基調で推移しております。また、フィリピンにおいては二輪車販売台数

が前年を上回る水準で推移し、市場は堅調に推移しております。

　このような状況のもと、当社グループでは中期経営方針として「変革と成長」を

掲げ、支持率Ｎo.１ブランドの獲得に向けて、収益構造の見直しとともに、商品

力・ブランド力の強化を図るべく、主に新商品の企画・開発及び既存製品のリニュ

ーアル開発に注力してまいりました。

　なお、当連結会計年度におきましては、インドネシア子会社が決算期変更によ

り、９か月間の損益計上となったため、前連結会計年度に対して減収減益となりま

した。

　この結果、当連結会計年度の売上高は143億76百万円（前期比1.4％減）、営業利

益は16億10百万円（前期比6.1％減）、経常利益は16億58百万円（前期比4.9％

減）、親会社株主に帰属する当期純利益は11億48百万円（前期比4.9％減）となり

ました。また、連結における自己資本比率は80.1％、自己資本当期純利益率につい

ては12.9％となりました。

［国内拠点卸売事業］

　国内拠点卸売事業においては、市場環境は概ね安定的に推移いたしました。当社

グループでは新商品の継続的な投入や販売施策の強化に取り組み、当連結会計年度

を通じて堅調に推移いたしました。
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　商品ジャンル別には、ライディングウェア、シューズ、ヘルメット等のライディ

ングギアが好調に推移するとともに、補修消耗品であるバッテリー、充電器、ボデ

ィカバー等の売上が伸長いたしました。また、二輪車関連事業に加え、新規事業で

あるアウトドア用品部門についても売上が拡大し、全体では前連結会計年度を上回

る売上となりました。

　利益面では、為替相場の円安基調による仕入れコスト増に加え、オフロードジャ

ンル商品の販売減少の影響が大きく、前連結会計年度を下回りました。

　この結果、国内拠点卸売事業の売上高は104億90百万円（前期比0.8％増）、セグ

メント利益は10億52百万円（前期比2.7％減）となりました。

［アジア拠点卸売事業］

　アジア拠点卸売事業におけるインドネシア子会社では、既存商品に加え、当期投

入したキャストホイールや補修系商材等が好調に推移し、新商品の売上が全体の

15％以上を占めるなど、販売面では一定の成果が見られました。一方で、決算期変

更に伴い当連結会計年度での対象期間が９か月間となったことから、売上高及び利

益面では前期を下回る結果となりました。

　2024年２月に設立したフィリピン子会社では、大手ディストリビューターとの取

引契約が順調に推移しており、フィリピンのほぼ全土をカバーする販売体制が整い

ました。これにより小売店への販路は約600店舗まで拡大しております。また、ソ

ーシャルメディアを活用したマーケティング活動や、各種イベントへの出店を積極

的に行い、デイトナブランド認知度の向上に努めました。さらに、オンライン販売

も堅調に推移するなど、販売基盤の構築が大幅に進展いたしました。

　この結果、インドネシア子会社の決算が９か月間となった事もあり、売上高は15

億54百万円（前期比7.9％減）、セグメント利益は３億39百万円（前期比18.0％

減）となりました。
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［小売事業］

　小売事業では、コロナ後のライフスタイル多様化による趣味嗜好の分散や、社

会・経済活動の再活性化に伴う消費行動の変化により、来店客数前期比で減少とな

りました。加えて、物価高騰による消費者の節約志向の高まりの影響もあり、高価

格帯商品の販売は減少傾向が見られます。

　一方で、車検・修理・タイヤ交換といったＰＩＴサービスに対する需要は堅調に

推移しており、リアル店舗ならではの専門性と即時対応力を活かしたサービスの強

化に注力してまいりました。また、店舗ごとの業績管理やサービス提供の最適化を

通じて、効率的な運営体制の構築を進めてまいりました。

　この結果、売上高は21億41百万円（前期比5.6％減）、セグメント利益は１億33

百万円（前期比10.6％増）となりました。

［その他］

　その他事業の太陽光発電事業では、安定的な日照時間の確保により発電量が堅調

に推移し、売上高・利益ともに前連結会計年度を上回りました。

　リユース販売事業では、注力している仕入れリソースの開拓が進展しているもの

の、商品調達が伸び悩んだことにより販売数量が減少し、売上・利益ともに前連結

会計年度を下回りました。今後は、調達先のさらなる拡充を重点施策とし、取扱商

品の安定確保と収益性向上の両立を図ってまいります。

　この結果、その他事業における売上高は２億96百万円（前期比5.7％減）、セグ

メント利益は46百万円（前期比13.0％減）となりました。
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区 分 内 容 売 上 高 構 成 比
前期比増減
（△）

前 期
売上実績

国
内
向
け
事
業

二 輪 車
ア フ タ ー
パ ー ツ

％ ％

アメリカン・シングル車用 646 7.2 △4.1 674

ミニバイク用 114 1.1 △19.7 142

スクーター用 184 2.0 △5.8 196

ビッグバイク用 945 10.6 △0.8 952

メンテナンス用品 2,122 23.9 2.3 2,073

ツーリング用品 1,931 22.9 △3.2 1,996

ライディングウェア類 1,250 14.0 20.6 1,036

バイク用ガレージ 81 0.9 △25.1 109

リユース 214 2.4 △7.7 232

その他 96 1.0 28.5 75

電 動
ア シ ス ト
自 転 車

電動アシスト自転車本体 49 0.5 △35.5 76

特 機 事 業 耕運機、発電機、除雪機 225 2.5 △8.2 245

アウトドア用品 キャンプ用品 123 1.3 8.6 113

そ の 他 太陽光売電収入 82 0.9 0.2 81

海
外
向
け
事
業

北 米 ハーレー、ATV用補修パーツ 255 2.8 △3.5 265

欧 州
ホットグリップ、
メーター、ウィンカー、
ミニモトエンジン

457 5.1 3.2 442

そ の 他
アジア、中南米、
オーストラリアなど

98 0.9 99.3 50

合 計 8,872 100.0 1.3 8,757

（参考事項）

　当社単体の商品区分別の販売実績は以下のとおりであります。
（単位：百万円）

（注） 国内向け事業は商品ジャンルで区分、海外向け事業は地域で区分しております。

2. 設備投資等及び資金調達の状況

①設備の状況

　当連結会計年度における当社グループの設備投資の総額は１億22百万円でありま

す。主なセグメント別の設備投資額は国内拠点卸売事業が99百万円、アジア拠点卸

売事業が18百万円、小売事業が２百万円、その他が１百万円です。

②資金調達の状況

　当連結会計年度における資金調達におきましては、特に記載すべき事項はありま

せん。
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3. 対処すべき課題

　国内市場においては、エネルギー価格や原材料価格の高止まりに加え、為替相場

の変動等の影響により、当社グループを取り巻く経営環境は引き続き先行き不透明

な状況が続くものと想定されます。

　このような状況下において、当社グループは、従来より重点課題としている新商

品・リニューアル商品の開発強化・拡充をはじめ、新サービスの市場投入、安全・

安心なモノづくり、サステナビリティへの取り組みの推進、海外市場への展開、新

規チャネル・新規顧客の開拓、さらには新たなビジネスモデル構築への取り組みを

継続し、二輪事業における競争力の強化を図りながら、永続的な成長を目指してま

いります。

(1) 海外市場の展開

　海外市場においては、成長余地の大きいアセアン地域を中心とした事業展開を

継続し、既存拠点における販売体制の強化及び商品投入スピードの向上を進めて

まいります。併せて新規販売チャネル・新規顧客の開拓に加え、現地市場特性に

応じた物流・運用体制の整備を通じて、安定的な収益基盤の拡充を図ってまいり

ます。

　インドネシア子会社においては、既存商品の販売強化に加え新商品の投入を継

続し、商品ラインアップの拡充による売上成長を目指してまいります。今後は販

路拡大と商品投入スピードの向上を両立させるとともに、事業規模拡大に対応し

たガバナンス体制及び内部統制の一層の強化を進め、安定した事業運営基盤の構

築に取り組んでまいります。

　フィリピン子会社においては、大手ディストリビューターとの取引を基盤に、

小売店向け販路の拡充及びブランド認知度の向上を重点施策として推進してまい

ります。インドネシアで展開している商材やノウハウを活用しながら、商品投入

の強化、オンライン販売の活用、各種イベントへの出展等を通じて販売基盤の拡

大を図り、早期の収益基盤確立を目指してまいります。

(2) 国内市場における商品力、ブランド力の強化

　当社グループの主体である国内二輪車用品市場においては、ユーザー支持率

No.１ブランドの確立が最も重要な施策です。

　人口減少や物価高騰の影響により消費行動の変化が進む中、永続的な成長を実

現するためには、商品力・ブランド力の一層の強化と市場シェアの拡大が不可欠

であります。

　新商品開発及び既存商品のリニューアルにこれまで以上に経営資源を投下し、

より魅力ある商品を市場へ投入してまいります。
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　また、営業活動においては、オンラインチャネルの活用強化、動画・ＳＮＳを

通じた情報発信の充実、ユーザーコミュニティサイトの運営などにより、ユーザ

ーとの接点拡大とブランド認知度の向上を図ってまいります。さらに、ＥＣ販路

における運用体制の高度化を進め、変化する市場環境に柔軟に対応できる販売基

盤の構築に取り組んでまいります。

(3) 新規事業投資と事業化の推進

　国内の人口減少等に伴う二輪車関連需要の縮小に備え、既存二輪事業に次ぐ収

益の柱を確立することは、当社グループの中長期的な重要課題であります。中期

では当社の売上構成比の9.8％程度、将来的には当社の売上構成比の25％程度を

二輪車アフターパーツ以外で構成できるよう投資をしてまいります。

　アウトドア事業、特機事業、リユース事業等の新規事業の強化に加え、Ｍ＆Ａ

による新たな事業への参入も積極的に推進してまいります。

(4) 持続可能な社会の実現に向けた取り組み

　近年、ＥＳＧ・サステナビリティといった社会課題に対する注目が一層高まっ

ており、中長期的な企業価値向上のためには業績の拡大のみならず、社会課題へ

の取り組みが不可欠であると認識しております。将来にわたり二輪車を楽しめる

豊かな自然環境や社会の実現は、当社グループの永続発展にも資する重要な取り

組みです。

　今後もコーポレートガバナンス・コードやＳＤＧｓを指針とした経営体制の整

備を進め、社会から信頼される企業グループの構築を目指してまいります。
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区 分
第51期

(2022年12月期)
第52期

(2023年12月期)
第53期

(2024年12月期)
第54期

(2025年12月期)
(当連結会計年度)

売 上 高（千円） 14,586,153 13,961,048 14,578,068 14,376,961

経 常 利 益（千円） 2,116,620 1,749,192 1,743,867 1,658,320

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益

（千円） 1,433,856 1,181,436 1,208,505 1,148,821

１株当たり当期純利益 （円） 608.22 499.15 509.35 483.12

総 資 産（千円） 9,642,369 10,331,713 10,931,558 11,650,909

純 資 産（千円） 6,737,647 7,656,731 8,632,675 9,441,946

１株当たり純資産額 （円） 2,814.56 3,193.10 3,592.87 3,921.31

区 分
第51期

(2022年12月期)
第52期

(2023年12月期)
第53期

(2024年12月期)
第54期

(2025年12月期)
(当　期)

売 上 高（千円） 9,314,842 8,690,477 8,757,159 8,872,152

経 常 利 益（千円） 1,534,637 1,244,690 1,130,286 1,150,923

当 期 純 利 益（千円） 1,094,640 877,563 806,586 832,023

１株当たり当期純利益 （円） 464.33 370.77 339.95 349.90

総 資 産（千円） 6,350,928 6,892,162 7,310,331 7,804,593

純 資 産（千円） 5,292,480 5,897,730 6,436,173 6,980,629

１株当たり純資産額 （円） 2,208.76 2,458.70 2,679.51 2,902.65

4. 財産及び損益の状況の推移

①企業集団

（注） １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数、１株当たり純資産額は期末発行済株式数に

基づいて算出しております。なお、期中平均発行済株式数及び期末発行済株式数は自己株式

数を控除した株式数を用いております。

②当社

（注） １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数、１株当たり純資産額は期末発行済株式数に

基づいて算出しております。なお、期中平均発行済株式数及び期末発行済株式数は自己株式

数を控除した株式数を用いております。
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子 会 社 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

株式会社ライダーズ・サポート・
カンパニー

51 85.5 二輪車部品・用品の小売販売

千米ドル ％

PT.DAYTONA AZIA 1,047.6 99.6 二輪車部品・用品の開発・卸販売

百万円 ％

株式会社ダートフリーク 10 100.0
二輪車部品・用品の開発・卸販売
及び小売販売

百万ペソ ％

DAYTONA Motorcycles Philippines 47 99.9 二輪車部品・用品の開発・卸販売

5. 重要な親会社及び子会社の状況

重要な子会社の状況

セ グ メ ン ト 事 業 内 容

国 内 拠 点 卸 売 事 業 二輪車部品・用品の開発・卸販売

ア ジ ア 拠 点 卸 売 事 業 二輪車部品・用品の開発・卸販売

小 売 事 業 二輪車部品・用品の小売販売

そ の 他 太陽光発電売電事業及びリユース販売事業

6. 主要な事業内容（2025年12月31日現在）

本社・物流センター 静岡県周智郡森町

株式会社ライダーズ・サポート・カンパニー 千葉県柏市（本社・店舗）

埼玉県上尾市（店舗）

PT.DAYTONA AZIA Bekasi, Indonesia（本社・倉庫）

株式会社ダートフリーク 愛知県瀬戸市（本社・物流センター・店舗）

DAYTONA Motorcycles Philippines Laguna, Philippines（本社・倉庫）

7. 主要な事業所（2025年12月31日現在）

①当社

②子会社
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セ グ メ ン ト 従 業 員 数 前 期 比 増 減 （ △ ）

名 名

国 内 拠 点 卸 売 事 業 153（44） 1（ 3）

ア ジ ア 拠 点 卸 売 事 業 16（27） 2（ 1）

小 売 事 業 32（14） 2（ 1）

そ の 他 5（ 4） 1（ -）

合計 206（89） 6（ 5）

従 業 員 数 前期比増減（△） 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

名 名 才 年

97 - 45.05 17.35

8. 従業員の状況（2025年12月31日現在）

①企業集団

（注） 臨時雇用者は、従業員数欄の（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

②当社

（注） 従業員数には、他社への出向者（３名）、臨時雇用者他（18名）及び使用人兼務役員（２名）

は含まれておりません。

借 入 先 借 入 金 残 高

千円

株 式 会 社 清 水 銀 行 32,241

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 28,362

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 5,736

9. 主要な借入先（2025年12月31日現在）
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1. 発行済株式の総数　普通株式 2,379,433株（自己株式1,225,167株を除く）

2. 株主数 3,984名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

有 限 会 社 エ ー ビ ー イ ー 500 21.01

株 式 会 社 コ シ ダ テ ッ ク 136 5.72

株 式 会 社 デ ィ ー エ フ 113 4.79

デ イ ト ナ 社 員 持 株 会 42 1.78

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 38 1.60

R E  F U N D  1 0 7 - C L I E N T  A C 36 1.54

中 山 慶 一 郎 36 1.51

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 34 1.43

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 28 1.20

鈴 木 紳 一 郎 27 1.17

区　分 株 式 数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 5,068株 ５名

Ⅱ 会社の株式に関する事項（2025年12月31日現在）

3. 大株主

（注） 当社は自己株式1,225,167株を保有しておりますが、上記の大株主には含めておりません。

なお、持株比率は、当事業年度末日における発行済株式（自己株式を控除後）の総数に対する

割合であります。

4. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

　当社は2022年３月23日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役及び

監査役を除く。以下「対象取締役」という）に当社の企業価値の持続的な向上を図

るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進

めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度

を導入することを決議しました。これを受け、2025年３月28日開催の取締役会にお

いて譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことを決議し、同４月24日に

普通株式5,068株を処分しております。なお、当社の対象取締役に対して割り当て

た譲渡制限付株式の数は以下のとおりです。
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回次（行使価額） 行使期間 個　　数 保有者数

取 締 役
（社外取締役を除く）

第１回（１円）
2006年４月25日
～2036年４月24日

114個 １名

取 締 役
（社外取締役を除く）

第３回（１円）
2016年４月９日
～2046年４月８日

234個 ４名

取 締 役
（社外取締役を除く）

第４回（１円）
2017年５月９日
～2047年５月８日

193個 ４名

取 締 役
（社外取締役を除く）

第５回（１円）
2018年５月８日
～2048年５月７日

146個 ４名

取 締 役
（社外取締役を除く）

第６回（１円）
2019年４月11日
～2049年４月10日

155個 ４名

取 締 役
（社外取締役を除く）

第７回（１円）
2020年４月９日
～2050年４月８日

132個 ４名

取 締 役
（社外取締役を除く）

第８回（１円）
2021年４月９日
～2051年４月８日

93個 ４名

Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項

1. 当事業年度中の新株予約権交付の状況

　該当事項はありません。

2. 会社の新株予約権等に関する事項（2025年12月31日現在）

当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

・新株予約権の数1,067個

・目的となる株式の種類及び数

・普通株式106,700株（新株予約権１個につき100株）

・取締役の所有する新株予約権

3. その他新株予約権等に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況

代表取締役社長 織 田 哲 司

PT.DAYTONA AZIA取締役
㈱ダートフリーク取締役
㈲オーディーブレイン代表取締役
DAYTONA Motorcycles Philippines取締役

取 締 役 会 長 鈴　木　紳一郎 ㈱ライダーズ・サポート・カンパニー代表取締役

取 締 役 阿　部　　　修 二輪事業部

取 締 役 杉 村 靖 彦 経営企画室

㈱ライダーズ・サポート・カンパニー監査役
㈱ダートフリーク取締役
PT.DAYTONA AZIA取締役
DAYTONA Motorcycles Philippines取締役

取 締 役 石　田　敬一郎 ㈱ダートフリーク代表取締役

取 締 役 今 頭 憲 治
DAYTONA Motorcycles Philippines代表取締役
PT.DAYTONA AZIAコミサリス（監査役）

取 締 役 馬 場 智 巌 学園前総合法律事務所共同代表（弁護士）

取 締 役 西　尾　正由紀 ㈱河合楽器製作所常勤監査役

常 勤 監 査 役 鈴　木　総一郎

監 査 役 中 村 英 勝 ㈱経営総合代表取締役（経営コンサルタント）

監 査 役 影 山 孝 之
影山孝之税理士事務所代表（税理士）
ヨシコン㈱社外監査役

Ⅳ 会社役員に関する事項

1. 取締役及び監査役の氏名等

（注）1. 馬場智巌氏及び西尾正由紀氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、東京証券

取引所に独立役員の届出をしております。

2. 鈴木総一郎氏、中村英勝氏及び影山孝之氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であ

り、鈴木総一郎氏は、元金融機関の理事経験者として活動、中村英勝氏は、経営コンサルタ

ントとして活動、影山孝之氏は、税理士事務所代表として活動され、３名共財務及び会計に

関する相当程度の知見を有しております。

2. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　当社は保険会社との間で、当社のすべての役員及び子会社の役員を被保険者とし

て、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との

間で締結しております。

　当該契約は、被保険者がその職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任の

追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補するこ

とを約するものであって、１年ごとに契約を見直して契約を更新しております。
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3. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

① 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

　当社は取締役及び監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定の方針を定めて

おりますが、2022年２月15日開催の取締役会にて、以下②のとおり決議しており

ます。

　取締役及び監査役の金銭報酬限度額は、1994年３月30日開催の定時株主総会に

おいて、取締役の報酬限度額は年額２億円以内、監査役の報酬限度額は年額３千

万円以内と、それぞれ決議いただいており（使用人兼務取締役の使用人分給与を

含まない）、当該定時株主総会終結時点における取締役の員数は５名、監査役の

員数は２名であります。当該報酬限度額内において、取締役の報酬については、

社外取締役で構成される諮問機関である報酬委員会の検討を経て取締役会の決議

により、監査役の報酬については、監査役の協議により、それぞれ決定しており

ます。

　また、社外取締役を除く取締役に対して、先に決議された報酬限度額とは別

に、2016年３月24日開催の第44期定時株主総会において、年額３千万円以内の範

囲で株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することの決議を

いただいており、当該定時株主総会終結時点における社外取締役を除く取締役の

員数は５名であります。別途定めているストック・オプション報酬規程に基づき

公正価格により算定した一定数の新株予約権を、取締役会の決議により付与して

おります。

　なお、株式報酬型ストック・オプションは、2022年３月23日開催の第50期定時

株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度（年額３千万円以内）議案が承認さ

れたため、廃止いたしました。当該定時株主総会終結時点における社外取締役を

除く取締役の員数は５名であります。

② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

a. 基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして

の機能発揮とともに株主との価値共有を図る報酬体系とし、個々の取締役の報酬

の決定に際しては、各職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としま

す。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬（固定報酬＋短期インセン

ティブ報酬）及び中長期のインセンティブとなる株式報酬により構成し、監督機

能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うことと

しております。
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役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（うち
社外取締役）

76,227
（5,904）

57,492
（5,904）

－
（－）

18,735
（－）

８
（２）

監査役（うち
社外監査役）

8,922
（8,922）

8,922
（8,922）

－
（－）

－
（－）

３
（３）

b. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬の額の決定に関する方針

　当社の取締役の基本報酬の決定は、職責、従業員給与水準、他社水準等を総合

的に勘案した固定報酬と中期経営計画の実現に向けて策定された年度計画の達成

状況を定量的、定性的に評価して決定する短期インセンティブ要素のある変動報

酬で構成され、社外取締役で構成する報酬委員会で検討のうえ、取締役会の決議

により決定し、月額の基本報酬とすることとしております。

　なお、社外取締役の月額の基本報酬については固定報酬のみとしております。

c. 株式報酬（非金銭報酬）の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針

　非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬とし、業績向上及び当社の企業価値の持続

的な向上を図る中長期のインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の

価値共有を進めることを目的として導入し、基本報酬枠とは別枠で、個々の取締

役の役位、職責等を総合的に勘案し、報酬委員会の諮問を経て取締役会の決議に

より決定することとしております。

　なお、個々の報酬額に占める比率につきまして、取締役は、基本報酬（固定報

酬60％＋変動報酬15％）＋株式報酬25％、使用人兼務取締役は、基本報酬（固定

報酬85％＋変動報酬５％）＋株式報酬10％と定め、役位が高い者ほど業績連動性

を高める設定としております。

③ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

（注）1. 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額18,735千

円であります。

2. 内容につきましては、17ページ及び18ページをご参照ください。
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区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 馬場　智巌

当期開催の取締役会18回のすべてに出席し、弁護士として法務関係の専
門的見地から、コンプライアンス体制の強化をはじめとした議案審議に
必要な発言を行うことで、経営の適切な監督等を行う役割を果たしてお
ります。

取 締 役 西尾正由紀

当期開催の取締役会18回のすべてに出席し、上場企業役員かつ長年にわ
たる海外勤務経験に基づく視点から、グローバルな視点に基づく課題の
指摘や提言などについて活発な発言を行うことで、経営の適切な監督等
を行う役割を果たしております。

監 査 役 鈴木総一郎
当期開催の取締役会18回のすべてに出席、開催した監査役会14回のすべ
てに出席し、金融機関における豊富な経験と知見から発言を行いまし
た。

監 査 役 中村　英勝
当期開催の取締役会18回のうち17回に出席、開催した監査役会14回のす
べてに出席し、経営コンサルタント及び元静岡大学大学院講師として豊
富な経験と知見から発言を行いました。

監 査 役 影山　孝之
当期開催の取締役会18回のうち17回に出席、開催した監査役会14回のす
べてに出席し、税理士として会計・税務の専門的見地から発言を行いま
した。

4. 社外役員に関する事項

他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役馬場智巌氏は、学園前総合法律事務所の共同代表を兼務しております。

当社と同事務所との間には、特別な関係はありません。

・取締役西尾正由紀氏は、㈱河合楽器製作所の常勤監査役を兼務しております。

当社と同社との間には、特別な関係はありません。

・監査役中村英勝氏は、㈱経営総合の代表取締役を兼務しております。

当社と同社との間には、特別な関係はありません。

・監査役影山孝之氏は、影山孝之税理士事務所の代表及びヨシコン㈱の社外監査役

を兼務しております。

　当社と同事務所及び同社との間には、特別な関係はありません。

（注）1. 各社外役員と当社との間には、特別な利害関係はありません。

2. 責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第１項の責任につき、同法第425条第

１項に規定する責任限度額をもって、損害賠償責任限度額としております。
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区 分 支　払　額（千円）

当事業年度に係る報酬等の額 30,600

Ⅴ 会計監査人に関する事項

1. 名称

三優監査法人

2. 報酬等の額

（注）1. 会計監査人の報酬等について監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携

に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析評価、監査計画における監査時間、配

員計画、職務遂行状況等を確認、検討した結果、会社法第399条第１項の同意をしておりま

す。

2. 当社と会計監査人の監査契約において、会社法に基づく監査及び金融商品取引法に基づく監

査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分することができないため、合計額を

記載しております。

3.　当事業年度は、上記以外に前事業年度の当社監査に係る追加報酬2,800千円を会計監査人に

支払っております。

4. 当社の連結子会社の一部は、当社の会計監査人と同一のネットワーク（BDO）のメンバーフ

ァームに対して、監査証明業務に基づく報酬1,710千円を支払っております。

3. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　会計監査人が法定の解任事由に該当すると監査役会が判断したときは、解任又は

不再任の検討を行い、解任又は不再任が妥当であると判断した場合は、株主総会へ

の付議議案とすることといたします。また、会計監査人が会社法第340条第１項各

号に定めるいずれかの事由に該当すると認められた場合、監査役会は監査役全員の

同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査

役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任

理由を報告いたします。

Ⅵ 職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正

を確保するための体制

1. 業務の適正を確保するための体制

　当社は、内部統制システムの有効性、効率性を維持し、経営管理機能の充実を図

ることを重要な経営課題と認識し、取締役会において内部統制システム構築の基本

方針を決定いたしております。

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　全社のコンプライアンス体制を確立し、その実効性を図るため以下の施策を講

じるとともに継続的に改善、強化を図ることとする。

① 当社は、監査役会設置会社として、取締役会の監督及び監査を通じ、取締役

の職務執行の適法性を確保し、取締役は、取締役会の決議に基づき、職務を

遂行する。
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② 各ステーク・ホルダーに対する社会的責任を果たすため、企業価値向上を経

営上の基本方針とし、その実現のため、「反社会的勢力及び団体への対処」

を遂行する。

③ 業務部門から独立した内部監査室を置き、社内コンプライアンス状況を監

視・検証し、専任担当者は定期的に社長等に報告する。

④ 内部者通報制度を含むリスク管理システムの強化に取り組み、内部統制シス

テムの充実に努める。

(2) 取締役会の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会は、全社的な経営目標を策定し、各担当取締役は、この目標達成に向

けた具体的な施策を立案、実行する。また、経営効率を高めるため、取締役会に

おいてその進捗管理を行う。

(3) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社においては各担当取締役が、関係会社においては社長が、各部門の業務執

行の適正を確保する責任と権限を有し、法令遵守と危機管理体制の構築並びに適

正かつ効率的な職務執行を行う。

(4) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程等に従い、文書又は電

磁的媒体に記録し、適切に保存管理を行う。取締役及び監査役は、これらの文書

を常時閲覧できるものとする。

(5) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は、定期的に監査上の重要事項について代表取締役と意見交換を行う

とともに、他の取締役、監査法人、子会社の取締役等との情報交換に努め

る。

② 監査役は内部監査室と緊密な情報交換を行うとともに、管理部、経営企画室

等との連携を密にし、その職務の実効を上げるための体制を確保する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項

　監査役会がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合には、当該従業

員を配するものとし、配置にあたっての具体的な内容（組織、人数、その他）に

ついては、監査役会と相談し、その意見を十分考慮する。

(7) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク

管理に係るリスクマネジメント規程及びコンプライアンス規程を制定・施行

し、リスク管理体制を構築する。

② リスク管理部門としてリスクマネジメント・コンプライアンス委員会がリス

ク管理活動を統括し、委員会事務局は管理部に設置し、規程の整備と検証・

見直しを図る。

(8) 反社会的勢力排除に向けた体制整備

　反社会的勢力対応規程、行動規範を制定・施行し、取締役並びに従業員への徹

底により、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を遮
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断・排除する。

　取締役及び従業員は、反社会的勢力に対して常に注意を払うとともに、万一不

当要求など何らかの関係を有してしまったときの対応については規程に従い、管

理部を中心に外部専門機関と連携して速やかに関係を解消する。

(9) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、リスクマネジメント規程及びコン

プライアンス規程、行動規範を制定・施行し、それらを遵守するとともに、従業

員が法令・定款に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度

を構築するため、内部通報規程を制定・施行する。

2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社は、業務の適正を確保する体制の整備を行い、リスクマネジメント・コンプ

ライアンス委員会等において継続的に経営上のリスクの識別及び分析を実施し、必

要に応じて社内の諸規程及び業務の見直しを実施することで内部統制システムの実

効性を向上させております。

　毎月１回開催する経営会議及び取締役会では当社及び子会社の業務の遂行状況の

把握、課題の検討により、企業集団として迅速かつ適切な意思決定の確保に努めて

おります。

　常勤監査役は、取締役会やその他重要な会議に出席して情報交換を行うととも

に、重要な決裁書類を閲覧し、子会社監査役、内部監査室及び会計監査人と連携す

ることにより、監査の実効性の向上に努めております。

以　上

（注） 本事業報告の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨て、比率については四捨五

入して表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 合 計

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

棚 卸 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産 合 計

有 形 固 定 資 産 合 計

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産 合 計

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産合計

関 係 会 社 株 式

関係会社長期貸付金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

9,275,962

2,545,743

1,597,480

4,397,760

746,748

△11,771

2,374,947

1,718,261

436,500

244,842

980,711

56,206

229,549

130,107

99,441

427,136

120,673

31,100

199,855

79,003

△3,496
　

流 動 負 債 合 計 2,078,048

買 掛 金 482,523

短 期 借 入 金 600,000

１年内返済予定の長期借入金 171,608

未 払 法 人 税 等 237,500

契 約 負 債 89,567

賞 与 引 当 金 68,647

株 主 優 待 引 当 金 25,581

そ の 他 402,620

固 定 負 債 合 計 130,914

長 期 借 入 金 80,866

退職給付に係る負債 10,277

そ の 他 39,771

負 債 合 計 2,208,963

純 資 産 の 部

株 主 資 本 9,383,858

資 本 金 412,456

資 本 剰 余 金 559,029

利 益 剰 余 金 9,024,052

自 己 株 式 △611,680

その他の包括利益累計額 △53,355

為 替 換 算 調 整 勘 定 △51,960

退職給付に係る調整累計額 △1,394

新 株 予 約 権 73,956

非 支 配 株 主 持 分 37,488

純 資 産 合 計 9,441,946

資 産 合 計 11,650,909 負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,650,909

（2025年12月31日現在）
（単位：千円）

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2025年１月１日から
2025年12月31日まで）

科 目 金 額

売 上 高 14,376,961

売 上 原 価 8,842,311

売 上 総 利 益 5,534,649

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,923,708

営 業 利 益 1,610,940

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,504

為 替 差 益 23,808

受 取 手 数 料 7,832

試 作 品 等 売 却 代 4,115

そ の 他 16,816 56,078

営 業 外 費 用

支 払 利 息 7,845

そ の 他 853 8,698

経 常 利 益 1,658,320

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 9,989 9,989

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 65 65

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,668,245

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 506,853

法 人 税 等 調 整 額 2,348 509,201

当 期 純 利 益 1,159,043

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 10,222

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,148,821

（単位：千円）

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2025年１月１日から
2025年12月31日まで）

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 412,456 542,515 8,181,527 △614,110 8,522,388

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △306,296 △306,296

連結子会社株式の取
得による持分の増減

216 216

親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益

1,148,821 1,148,821

自 己 株 式 の 取 得 △99 △99

自 己 株 式 の 処 分 16,297 2,529 18,827

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － 16,513 842,525 2,430 861,470

当 期 末 残 高 412,456 559,029 9,024,052 △611,680 9,383,858

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配株主

持分
純資産合計為替換算

調整勘定

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益

累計額合計

当 期 首 残 高 2,766 5,730 8,497 73,956 27,834 8,632,675

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △306,296

連結子会社株式の取
得による持分の増減

216

親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益

1,148,821

自 己 株 式 の 取 得 △99

自 己 株 式 の 処 分 18,827

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△54,727 △7,125 △61,853 9,654 △52,199

当 期 変 動 額 合 計 △54,727 △7,125 △61,853 － 9,654 809,270

当 期 末 残 高 △51,960 △1,394 △53,355 73,956 37,488 9,441,946

（単位：千円）

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
Ⅰ. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　４社

連結子会社の名称

㈱ライダーズ・サポート・カンパニー

PT.DAYTONA AZIA

㈱ダートフリーク

DAYTONA Motorcycles Philippines

(2) 非連結子会社の名称等

有限会社オーディーブレイン

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外して

おります。

2. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

有限会社オーディーブレイン

持分法を適用しない理由

　持分法を適用していない非連結子会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等から見て、持分法の対象から除い

ても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がな

いため、持分法の適用範囲から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

　㈱ライダーズ・サポート・カンパニーの決算日は、連結決算日と同じでありま

す。

　㈱ダートフリーク、DAYTONA Motorcycles Philippines及びPT.DAYTONA AZIAの

決算日は９月30日であります。当連結会計年度との差異が３ヶ月を超えていない

ため、連結計算書類作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日

の間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

　なお、当連結会計年度より、PT.DAYTONA AZIAは決算日を12月31日から９月30

日に変更しております。この決算期変更により、当連結会計年度は2025年１月１

日から2025年９月30日までの９か月間を連結しております。
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建物及び構築物 ３年～50年

機械装置及び運搬具 ３年～17年

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

　主として、総平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）によっております。

③デリバティブ

時価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）…定率法

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によ

っております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

②無形固定資産（リース資産を除く）

　ソフトウエア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（５

年）による定額法、それ以外の無形固定資産については、定額法を採用してお

ります。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存簿価をゼロとする定額法によっておりま

す。

④長期前払費用

　定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

②賞与引当金

　従業員賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担すべ

き額を計上しております。
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③株主優待引当金

　株主優待制度に伴う支出に備えるため、発生すると見込まれる額を合理的に

見積り計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連

結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ

ております。数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

(5) のれんの償却方法及び償却期間

　10年間の定額法により償却しております。

(6) 収益及び費用の計上基準

　当社グループでは、主に二輪車部品・用品の販売を行っており、これらの約

束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと

交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。なお、企業会計

基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項における

代替的な取扱い（出荷基準等の取扱い）を適用し、財又はサービスの国内の販

売において、顧客による検収時までの期間が通常の期間の場合は、出荷時点で

収益を認識しております。また、輸出による販売においては、インコタームズ

等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認

識しております。なお、取引価格は顧客との契約において約束された対価か

ら、値引き等を控除した金額で測定しております。

　取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融

要素は含まれておりません。
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商品 4,397,760千円

1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,543,065千円

建 物 286,504千円

土 地 856,835千円

計 1,143,340千円

短 期 借 入 金 81,250千円

長 期 借 入 金 52,848千円

（１年内返済予定の長期借入金を含む）

計 134,098千円

従 業 員 475千円

Ⅱ. 会計上の見積りに関する注記

（商品の評価）

(1) 当連結会計年度の連結貸借対照表に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社グループの商品は主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）によっており、期末における正味売却価額が取得価額を下回っ

ている場合には、当該正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としておりま

す。また、過去の販売実績等により回転期間を算出し、将来の販売予測数量を超

える商品を過剰在庫として識別し、帳簿価額を販売可能見込額まで切り下げる方

法を採用しております。

　販売先への出荷状況や仕入先の供給状況などの市場動向を勘案し、適正な在庫

水準の維持に努めておりますが、急激な市場の変化により商品需要が経営者のコ

ントロール不能な要因によって大きく変動した場合、保有している棚卸資産に滞

留が生じます。その結果、過剰在庫の評価方針が実態と乖離した場合、翌連結会

計年度の商品の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。

Ⅲ. 連結貸借対照表に関する注記

2. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次のとおりであります。

(1) 担保に供している資産

(2) 上記に対応する債務

3. 保証債務

　下記の者の金融機関借入金に対し、債務保証を行っております。

－ 29 －



当連結会計年度期首
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発 行 済 株 式

普 通 株 式 3,604,600 － － 3,604,600

合 計 3,604,600 － － 3,604,600

決 議 株式の種類
配当金の

総額（千円）
１株当たり

配当額（円）
基 準 日 効力発生日

2025年３月28日
定 時 株 主 総 会

普通株式 306,296 129.0
2024年
12月31日

2025年
３月31日

決 議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり

配当額（円）
基 準 日 効力発生日

2026年３月26日
定 時 株 主 総 会

普通株式 321,223 利益剰余金 135.0
2025年
12月31日

2026年
３月27日

普通株式 106,700株

Ⅳ. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計

年度となるもの

（注） 上記(2)の配当総額は、当定時株主総会において決議予定の金額であります。

3. 当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式

の数
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Ⅴ. 金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金

調達については銀行借入によって調達する方針であります。

　デリバティブ取引は、特性を評価し、安全性が高いと判断された金融商品の

みを利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりま

す。また、輸出入取引に伴う外貨建て債権債務があり、為替の変動リスクを有

しております。

　借入金は、主に設備投資・運転資金に係る資金調達を目的としたものであ

り、このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりま

す。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は営業債権については、販売管理規程及び与信管理規程に従い、営業推

進担当が主要な取引先の状況をモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を

管理するとともに、必要に応じて取引先の信用状況を把握する体制としており

ます。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であ

り、長期借入金の金利変動リスクに対して、固定利率契約取引を実施して支払

利息の固定化を実施しております。

　外貨建ての債権・債務については、先物為替予約などによるヘッジを行い、

為替リスクを最小限に止める努力をしております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリス

ク）の管理

　当社は、各部署からの報告に基づき毎月資金繰り計画を作成するとともに、

当座貸越枠の設定によって手許流動性を維持しており流動性リスクを管理して

おります。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変

動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該

価額が変動することもあります。
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

長期借入金　　　　※２ 252,474 250,394 △2,079

負 債 計 252,474 250,394 △2,079

区分 当連結会計年度（千円）

関係会社株式 120,673

１年以内
１年超２年

以内
２年超３年

以内
３年超４年

以内
４年超５年

以内
５年超

長期借入金 171,608 76,056 4,810 － － －

合 計 171,608 76,056 4,810 － － －

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場に

おいて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に

関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイ

ンプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した

時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した

時価

2. 金融商品の時価等に関する事項

　2025年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては次のとおりであります。
（単位：千円）

※１ 現金及び預金、受取手形及び売掛金、買掛金、短期借入金については、短期間で決済されるた

め、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。

※２ １年内返済予定の長期借入金を含めております。

※３ 市場価格のない株式等は、上記の表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額

は以下のとおりであります。

（注） 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円）

3. 金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応

じて、以下の３つのレベルに分類しております。

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ

れらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位

が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金
（1年以内返済予定を含む）

－ 250,394 － 250,394

報告セグメント

その他 合計国内拠点
卸売事業

アジア拠点
卸売事業

小売事業 計

売上高

顧客との契約
から生じる収
益

10,385,055 1,554,243 2,141,542 14,080,841 296,119 14,376,961

外部顧客への
売上高

10,385,055 1,554,243 2,141,542 14,080,841 296,119 14,376,961

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

　該当事項はありません。

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度（2025年12月31日）

（注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金

　長期借入金については、元利金の合計を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割

り引いた現在価値によって算定しており、レベル２の時価に分類しております。

Ⅵ. 収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
（単位：千円）

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「Ⅰ.連結

計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記　4.会計方針に関する

事項　(6) 収益及び費用の計上基準」に記載しているため、注記を省略しており

ます。
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当連結会計年度（千円）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 1,619,229

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,597,480

契約負債（期首残高） 71,111

契約負債（期末残高） 89,567

1. １株当たり純資産額 3,921円31銭

2. １株当たり当期純利益 483円12銭

3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

（注） 当社グループにおける契約負債は、主に、商品の引渡し前に受け取った前受金
であります。原則１年以内に、収益の認識に伴い取り崩されます。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループにおいて、予想される契約期間が１年を超過する重要な契約は

ありません。また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれ

ていない重要な金額はありません。

Ⅶ. １株当たり情報に関する注記

Ⅷ. 重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 合 計

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産 合 計

有 形 固 定 資 産 合 計

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 輌 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産 合 計

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産合計

関 係 会 社 株 式

出 資 金

関係会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

5,409,041

1,552,645

42,524

1,011,657

2,295,431

593

258,069

32,060

221,894

△5,835

2,395,551

1,098,685

223,475

60,825

206,777

4,789

18,366

568,711

8,103

7,633

64,003

63,454

549

1,232,862

1,072,341

20

633,738

4,764

120,245

4,390

△602,638
　

流 動 負 債 合 計 779,786

買 掛 金 245,304

１年内返済予定の長期借入金 51,284

リ ー ス 債 務 2,067

未 払 金 136,545

未 払 費 用 50,331

未 払 法 人 税 等 181,177

契 約 負 債 22,296

預 り 金 26,509

賞 与 引 当 金 38,627

株 主 優 待 引 当 金 25,581

そ の 他 61

固 定 負 債 合 計 44,178

長 期 借 入 金 15,055

リ ー ス 債 務 5,869

資 産 除 去 債 務 23,254

負 債 合 計 823,964

純 資 産 の 部

株 主 資 本 6,906,673

資 本 金 412,456

資 本 剰 余 金 561,969

資 本 準 備 金 340,117

そ の 他 資 本 剰 余 金 221,851

利 益 剰 余 金 6,543,927

利 益 準 備 金 52,579

そ の 他 利 益 剰 余 金 6,491,348

別 途 積 立 金 1,150,000

繰 越 利 益 剰 余 金 5,341,348

自 己 株 式 △611,680

新 株 予 約 権 73,956

純 資 産 合 計 6,980,629

資 産 合 計 7,804,593 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,804,593

（2025年12月31日現在）
（単位：千円）

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2025年１月１日から
2025年12月31日まで）

科 目 金 額

売 上 高 8,872,152

売 上 原 価 5,615,455

売 上 総 利 益 3,256,696

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,233,091

営 業 利 益 1,023,605

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,893

受 取 配 当 金 37,685

受 取 手 数 料 3,951

経 営 指 導 料 38,500

為 替 差 益 24,970

そ の 他 18,768 127,769

営 業 外 費 用

支 払 利 息 437

そ の 他 13 450

経 常 利 益 1,150,923

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 6,976 6,976

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0 0

税 引 前 当 期 純 利 益 1,157,900

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 334,566

法 人 税 等 調 整 額 △8,689 325,876

当 期 純 利 益 832,023

（単位：千円）

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2025年１月１日から
2025年12月31日まで）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備金
その他資本
剰 余 金

利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 412,456 340,117 205,553 52,579 1,150,000 4,815,620

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △306,296

当 期 純 利 益 832,023

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 16,297

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計

－ － 16,297 － － 525,727

当 期 末 残 高 412,456 340,117 221,851 52,579 1,150,000 5,341,348

株 主 資 本
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 △614,110 6,362,217 73,956 6,436,173

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △306,296 △306,296

当 期 純 利 益 832,023 832,023

自 己 株 式 の 取 得 △99 △99 △99

自 己 株 式 の 処 分 2,529 18,827 18,827

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額

－ －

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計

2,430 544,455 － 544,455

当 期 末 残 高 △611,680 6,906,673 73,956 6,980,629

（単位：千円）

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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有形固定資産………

（リース資産を除く）

定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設

備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属

設備及び構築物については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物：　　３年～38年

機械装置：９年～17年

無形固定資産………

（リース資産を除く）

定額法

ソフトウエア（自社利用）については、社内における見込

利用可能期間（５年）による定額法によっております。

個別注記表
Ⅰ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式…………移動平均法による原価法

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品…………………総平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）によっております。

3. 固定資産の減価償却の方法

リース資産…………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存簿価をゼロとする定額法

によっております。

長期前払費用………定額法によっております。

4. 引当金の計上基準

貸倒引当金…………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

おります。

賞与引当金…………従業員賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年

度に負担すべき額を計上しております。

株主優待引当金……株主優待制度に伴う支出に備えるため、発生すると見込ま

れる額を合理的に見積り計上しております。
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5. 収益及び費用の計上基準

　当社は、主に二輪車部品・用品の販売を行っており、これらの約束した財又は

サービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取る

と見込まれる金額で収益を認識しております。なお、企業会計基準適用指針第30

号「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項における代替的な取扱い（出

荷基準等の取扱い）を適用し、財又はサービスの国内の販売において、顧客によ

る検収時までの期間が通常の期間の場合は、出荷時点で収益を認識しておりま

す。また、輸出による販売においては、インコタームズ等で定められた貿易条件

に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識しております。なお、取

引価格は顧客との契約において約束された対価から、値引き等を控除した金額で

測定しております。

　取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要

素は含まれておりません。
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商品 2,295,431千円

建 物 222,427千円

土 地 568,711千円

計 791,139千円

長 期 借 入 金

（１年内返済予定の長期借入金を含む）

34,098千円

Ⅱ. 会計上の見積りに関する注記

（商品の評価）

(1) 当事業年度の貸借対照表に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社の商品は主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）によっており、期末における正味売却価額が取得価額を下回ってい

る場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としております。ま

た、過去の販売実績等により回転期間を算出し、将来の販売予測数量を超える

商品を過剰在庫として識別し、帳簿価額を販売可能見込額まで切り下げる方法

を採用しております。

　販売先への出荷状況や仕入先の供給状況などの市場動向を勘案し、適正な在

庫水準の維持に努めておりますが、急激な市場の変化により商品需要が経営者

のコントロール不能な要因によって大きく変動した場合、保有している商品在

庫に滞留が生じます。その結果、過剰在庫の評価方針が実態と乖離した場合、

翌事業年度の商品の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。

Ⅲ. 貸借対照表に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権・債務（貸借対照表に区分掲記した勘定科目は除く）

短期金銭債権 43,566千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,418,520千円

3. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次のとおりであります。

(1) 担保に供している資産

(2) 上記に対応する債務
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㈱ライダーズ・サポート・カンパニー（借入金） 230,000千円

㈱ライダーズ・サポート・カンパニー（仕入債務） 86,862千円

従 業 員 475千円

計 317,337千円

受取手形裏書譲渡高 22,000千円

営業取引

売上高 10,069千円

仕入高 825千円

販売費及び一般管理費 28千円

営業取引以外の取引

受取配当金他 88,786千円

当事業年度期首
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

自 己 株 式

普 通 株 式 1,230,210 25 5,068 1,225,167

合 計 1,230,210 25 5,068 1,225,167

4. 保証債務

　関係会社の金融機関借入金の債務及び仕入債務並びに従業員の金融機関借入金

に対し、下記のとおり債務保証を行っております。

5. 受取手形裏書譲渡高

Ⅳ. 損益計算書に関する注記

　 関係会社との取引高

Ⅴ. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

（変動事由の概要）

　単元未満株式の買取による増加25株

譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分5,068株
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棚卸資産評価損 29,605千円

賞与引当金 11,534千円

未払事業税 8,204千円

繰越外国税額控除 65,073千円

関係会社株式評価損 177,585千円

貸倒引当金 187,166千円

その他 59,681千円

繰延税金資産小計 538,849千円

評価性引当額 △415,997千円

繰延税金資産合計 122,851千円

その他 △2,606千円

繰延税金負債合計 △2,606千円

繰延税金資産の純額 120,245千円

Ⅵ. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

（繰延税金資産）

（繰延税金負債）

Ⅶ. リースにより使用する固定資産に関する注記

ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

有形固定資産

　営業用車両（車輌運搬具）であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

　リース期間を耐用年数とし、残存簿価をゼロとする定額法によっております。
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種類 会社等の名称
事業の
内容

又は職業

議決権の
所有割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

子会社
㈱ライダーズ・サポ
ート・カンパニー

二輪車用
部品・用
品の小売
販売

85.5％
役員の兼任
経営指導

資金の回収（注）1. 7,800

その他
流動資産

4,760

関係会社
長期貸付金
（注）4.

602,638

利息の受取（注）1. 2,448 未収収益 39

債務保証（注）2. 317,337 － －

経 営 指 導 料 の 受 取
（注）3.

24,000 － －

子会社 ㈱ダートフリーク

二輪車用
部品・用
品の卸売
販売

100.0％
役員の兼任
経営指導

経 営 指 導 料 の 受 取
（注）3.

12,000 － －

配当金の受取（注）5. 37,684 － －

1. １株当たり純資産額 2,902円65銭

2. １株当たり当期純利益 349円90銭

Ⅷ. 関連当事者との取引に関する注記

子会社・役員及び個人主要株主等

取引条件等の決定方針

(注)1. 当社が調達している借入の利率等を勘案し決定しております。

(注)2. 銀行借入及び仕入債務につき、債務保証を行っております。なお、当該債務保証に対し、保証料

は受領しておりません。

(注)3. 経営指導料につきましては、契約条件により決定しております。

(注)4. 子会社への長期貸付金の金銭債権に対して、貸倒引当金602,638千円を計上しております。

(注)5. 配当金の受取につきましては、経営環境や業績動向を勘案して、収益、財務状況及び資金の運用

状況に応じ、合理的に決定しております。

Ⅸ. 収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　Ⅵ. 収益認識に関する注

記」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

Ⅹ. １株当たり情報に関する注記

Ⅺ. 重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 吉 川 雄 城

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 啓 太

2026年２月19日

株式会社デイトナ

取　締　役　会　　御　中

三 優 監 査 法 人

名古屋事務所

　

監査意見

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社デイトナの

2025年１月１日から2025年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結

注記表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、株式会社デイトナ及び連結子会社からな

る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書

類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に

おける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人

は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役

会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は

含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するもの

ではない。

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読

し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が

監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候がある

かどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあ

ると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不

正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示する

ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結

計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開

示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取

締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算

書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保

証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表

明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、

個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合

理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を

保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重

要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選

択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた

適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によ

って行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価

する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切である

かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義

を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合

は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又

は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連

結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査

人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来

の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。
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・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事

項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務

情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監

査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及

び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負

う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時

期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発

見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における

職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与える

と合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい

る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適

用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士

法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 吉 川 雄 城

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 啓 太

2026年２月19日

株式会社デイトナ

取　締　役　会　　御　中

三 優 監 査 法 人

名古屋事務所

　

監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社デイト

ナの2025年１月１日から2025年12月31日までの第54期事業年度の計算書類、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並び

にその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益

の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等

の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお

ける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と

してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に係る会計監査人の監査報告書
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役

会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含

まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するもので

はない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読

し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監

査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、

そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど

うか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあ

ると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正

又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するため

に経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書

類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公

正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示す

る必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取

締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類

等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証

を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明す

ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別

に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に

見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を

保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重

要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選

択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため

のものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適

切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によ

って行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価

する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるか

どうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を

生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう

か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合

は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は

重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書

類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結

論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象

や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項

を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる

取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時

期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発

見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における

職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与える

と合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい

る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適

用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以　上
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監 査 報 告 書

　当監査役会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第54期事業年度に

おける取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、

以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施

状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、取締役、内部監査人その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及

び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席

し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要

に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財

産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職

務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会

社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第

１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決

議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証

いたしました。

　子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交

換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に

基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いた

しました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施して

いるかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から

「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則

第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2021年11月16

日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて

説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附

属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告書
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2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を

正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反

する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま

す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締

役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

常勤監査役（社外監査役） 鈴　木　総一郎 ㊞

監 査 役（社外監査役） 中 村 英 勝 ㊞

監 査 役（社外監査役） 影 山 孝 之 ㊞

2026年２月24日

株式会社デイトナ　監査役会

　

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項

　当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして認識しておりま

す。一方で経営理念の実現に向けて、既存事業及び新規事業への投資など持続的な成

長を実現する財務基盤の確立も大変重要であると考えており、利益還元につきまして

は、連結業績の内容、今後の事業投資の見込、過年度の投資回収の状況などを総合的

に勘案して決定していくことを基本方針としております。

　当期の配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案して、期末

普通配当を１株につき135円とさせていただきたく存じます。

(1) 配当財産の種類

　金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式　１株につき金 135円

配当総額 321,223,455円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年３月27日
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候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　名
(生年月日)

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社株式
の 数

当社との
特 別 の
利害関係

１

お

織
 

　
だ

田
 

　
てつ

哲
 

　
じ

司

(1961年10月７日生)

1990年６月 当社入社

2008年12月 当社調達開発部長

2009年７月 当社企画開発部長

2010年３月 当社取締役

2011年１月 当社国内事業部長

2012年１月 当社二輪事業部長

2013年４月 PT.DAYTONA AZIA取締役(現任)

2016年３月 当社代表取締役社長(現任)

2017年10月 ㈱ダートフリーク取締役(現任)

2017年10月 ㈱プラス取締役

2022年５月 ㈲オーディーブレイン代表取締役

(現任)

2024年２月 DAYTONA Motorcycles Philippines

取締役(現任)

16,450株 なし

（重要な兼職の状況）

PT.DAYTONA AZIA取締役

㈱ダートフリーク取締役

㈲オーディーブレイン代表取締役

DAYTONA Motorcycles Philippines取締役

２

あ

阿
 

　
べ

部
 

　
 

　
 

　
おさむ

修

(1967年３月５日生)

2000年１月 当社入社

2005年１月 当社ビッグバイクグループＧＬ

（グループリーダー）

2008年１月 当社カスタムグループシニアＧＬ

2009年１月 当社開発２グループＧＬ

2009年７月 当社ツーリンググループＧＬ

2011年１月 当社ツーリンググループDiv統括

ＧＬ

2012年１月 当社ツーリンググループＧＬ

2016年３月 当社取締役（現任）

2016年３月 当社二輪事業部長（現任）

3,021株 なし

第２号議案 取締役８名選任の件

　取締役８名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして

は、取締役８名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　名
(生年月日)

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社株式
の 数

当社との
特 別 の
利害関係

３

すぎ

杉
 

　
むら

村
 

　
やす

靖
 

　
ひこ

彦

(1968年９月21日生)

1989年３月 当社入社

2009年１月 当社管理部グループリーダー

2015年３月 ㈱ライダーズ・サポート・カンパ

ニー監査役（現任）

2016年３月 当社取締役（現任）

2016年３月 当社管理部長

2017年10月 ㈱ダートフリーク取締役(現任)

2017年10月 ㈱プラス取締役

2019年６月 PT.DAYTONA AZIAコミサリス

2022年６月 PT.DAYTONA AZIA取締役(現任)

2023年１月 取締役経営企画室長（現任）

2024年２月 DAYTONA Motorcycles Philippines

取締役(現任)

3,721株 なし

（重要な兼職の状況）

㈱ライダーズ・サポート・カンパニー監査役

㈱ダートフリーク取締役

PT.DAYTONA AZIA取締役

DAYTONA Motorcycles Philippines取締役

４

いし

石
 

　
だ

田
 

　
けい

敬
いち

一
ろう

郎

(1970年９月４日生)

1994年４月 当社入社

2002年10月 当社ビッグバイクグループＧＬ

（グループリーダー）

2005年１月 当社ツーリンググループＧＬ

2008年12月 当社営業グループＧＬ

2010年10月 当社営業推進グループＧＬ

2014年３月 ㈱ライダーズ・サポート・カンパ

ニー取締役

2019年10月 ㈱ダートフリーク取締役

2020年10月 ㈱ダートフリーク代表取締役（現

任）

2022年３月 当社取締役（現任）

3,793株 なし

（重要な兼職の状況）

㈱ダートフリーク代表取締役
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候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　名
(生年月日)

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社株式
の 数

当社との
特 別 の
利害関係

５

いま

今
 

　
ず

頭
 

　
けん

憲
 

　
じ

治

(1964年３月14日生)

1989年１月 当社入社

1998年５月 当社海外事業部グループリーダー

2009年７月 当社海外事業部長

2012年１月 PT.DAYTONA AZIA代表取締役

2022年７月 PT.DAYTONA AZIAコミサリス

（現任）

2022年７月 海外統括・事業開発部長（現任）

2024年２月 DAYTONA Motorcycles Philippines

代表取締役(現任)

2024年３月 当社取締役（現任）

7,687株 なし

（重要な兼職の状況）

PT.DAYTONA AZIAコミサリス

DAYTONA Motorcycles Philippines代表取締役

６
※

た

田
 

　
なか

中
 

　
 

　
 

　
ひろし

博

(1972年５月20日生)

2003年２月 当社入社

2017年８月 当社海外グループ

ＳＬ（サブリーダー）

2023年１月 PT.DAYTONA AZIA代表取締役社長

(現任)

－株 なし

（重要な兼職の状況）

PT.DAYTONA AZIA代表取締役

７

ばん

馬
 

　
ば

場
 

　
とも

智
 

　
よし

巌

(1976年10月12日生)

2000年11月 司法試験合格

2001年３月 同志社大学大学院

法学研究科修了

2002年10月 司法修習修了

2002年10月 川崎法律事務所入所

(奈良弁護士会登録)

2016年３月 当社取締役（現任）

2016年12月 学園前総合法律事務所共同代表

（弁護士）（現任）

600株 なし

（重要な兼職の状況）

学園前総合法律事務所共同代表（弁護士）
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候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　名
(生年月日)

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社株式
の 数

当社との
特 別 の
利害関係

８

にし

西
 

　
お

尾
 

　
まさ

正
ゆ

由
き

紀

(1953年12月24日生)

1977年４月 ㈱河合楽器製作所入社

2005年２月 同社マーケティング戦略室長

2006年２月 同社海外統括部営業部長

2008年８月 同社執行役員

2013年６月 同社取締役海外統括部長

2015年６月 同社常務取締役

2016年６月 同社専務取締役

2020年６月 同社常勤監査役（現任）

2022年３月 当社取締役（現任）

400株 なし

（重要な兼職の状況）

㈱河合楽器製作所常勤監査役

（注）１．※は新任取締役候補者であります。

２. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

３. 取締役候補者馬場智巌氏及び西尾正由紀氏は、社外取締役候補者であります。

４. 取締役候補者馬場智巌氏は、弁護士として活躍されており、知識、経験を活かしてコンプライ

アンス体制の強化に十分な役割を果たすことで、社外取締役としてその職務を適切に遂行でき

るものと判断しております。同氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏の再

任が承認された場合、当社は同氏を引き続き独立役員として届け出る予定であります。なお、

同氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって10年となります。

５. 取締役候補者西尾正由紀氏は、東証一部上場企業の取締役及び監査役を経験され、コーポレー

トガバナンスの強化に十分な役割を果たすこと、および長い間海外勤務も経験されていること

から、グローバルな視点に基づく助言をいただけることで、社外取締役としてその職務を適切

に遂行できるものと判断しております。同氏は東京証券取引所に独立役員として届け出てお

り、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏を引き続き独立役員として届け出る予定であり

ます。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって４年と

なります。

６. 当社と馬場智巌氏及び西尾正由紀氏は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約

を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低

限度額であります。馬場智巌氏及び西尾正由紀氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間

で上記責任限定契約を継続する予定であります。

７. 当社は、会社法第430条の3第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結

し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関して責任を負うこと、または当該責

任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補

することとしており、各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。な

お、次回の保険契約更新時には同内容での更新を予定しております。
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候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　名
(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する
当社株式
の 数

当社との
特 別 の
利害関係

１

すず

鈴
 

　
き

木
 

　
そう

総
いち

一
ろう

郎

(1952年９月22日生)

1975年４月 ㈱清水銀行入行

1994年６月 同行袋井支店長

2005年４月 同行理事浜松支店長

2008年６月 清水信用保証㈱代表取締役社長

2017年６月 清水総合保険㈱監査役

2021年３月 当社監査役（現任）

―株 なし

２

なか

中
 

　
むら

村
 

　
ひで

英
 

　
かつ

勝

(1941年11月12日生)

1960年４月 ヤマハ発動機㈱入社

1979年３月 中村生産合理化事務所設立

1983年３月 ㈱経営総合設立代表取締役（現

任）

2006年３月 当社監査役（現任）
1,100株 なし

（重要な兼職の状況）

㈱経営総合代表取締役

３

かげ

影
 

　
やま

山
 

　
たか

孝
 

　
ゆき

之

(1954年11月３日生)

1973年４月 名古屋国税局　入局

2004年７月 豊橋税務署　特別国税調査官

2006年７月 岡崎税務署　筆頭副署長

2010年７月 名古屋国税局　特別国税調査官

2012年７月 藤枝税務署　署長

2013年７月 名古屋国税局　統括国税調査官

2014年７月 刈谷税務署　署長

2015年９月 税理士登録

影山孝之税理士事務所代表（税理

士）（現任）

2016年６月 ヨシコン㈱社外監査役（現任）

2016年９月 当社監査役（現任）

―株 なし

（重要な兼職の状況）

影山孝之税理士事務所代表（税理士）

ヨシコン㈱社外監査役

第３号議案 監査役３名選任の件

　本定時株主総会終結の時をもって常勤監査役鈴木総一郎、監査役中村英勝、影山孝之

の３名は任期満了となります。つきましては、監査役３名の選任をお願いするものであ

ります。

　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. 鈴木総一郎氏、中村英勝氏及び影山孝之氏は、社外監査役候補者であります。

２. 鈴木総一郎氏は、当社監査役として５年間在任しており、金融機関においては理事を、信用保

証会社においては代表取締役社長をそれぞれ歴任され、その後監査役も経験されておりますの

で、職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役候補者といたしました。

３. 中村英勝氏は、当社監査役として20年間在任しており、経営コンサルタントとして幅広い知

識・経験を有し、職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
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４. 影山孝之氏は、当社監査役として９年６ヶ月間在任しており、直接会社の経営に関与された経

験はありませんが、名古屋国税局に入局以来、国税調査官、税務署長等を歴任するなど、専門

的知識、経験を有しております。また現在はその豊富な知見を活かし税理士事務所を開所する

とともに、ヨシコン㈱の社外監査役を務めております。よって当社の監査役としての職務も適

切に遂行できるものと判断しております。

５. 当社は、現在、会社法第427条第１項の規定に基づき、鈴木総一郎氏、中村英勝氏、影山孝之

氏の３名と会社法第423条第１項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ

く損害賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低限度額であります。各氏の再任が

承認された場合、当社は各氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。

６. 当社は、会社法第430条の3第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結

し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任の

追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補する

こととしており、各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、次

回の保険契約更新時には同内容での更新を予定しております。

ふ り が な

氏　　　名
(生年月日)

略 歴 、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する
当社株式
の 数

当社との
特 別 の
利害関係

の

野
 

　
ずえ

末
 

　
 

　
 

　
しげる

茂

(1956年４月13日生)

2003年９月 税理士登録

2003年12月 税理士法人イワタックス設立

2007年４月 税理士法人イワタックス代表社員就任

（現任）

―株 なし

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

　法令の定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名

の選任をお願いするものであります。なお、補欠監査役の選任の効力は就任前に限り、

監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任の効力を取り消すことができる

ものとさせていただきます。

　なお、本議案についてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

２. 野末茂氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

３. 野末茂氏は、税理士として、税務ならびに会計分野における専門的知識と経験を有しており、

また、税理士法人の代表社員として、会社経営に関する豊富な実務経験もあり、当社の監査役

としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

４. 野末茂氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏と会社法第427条第１項の規定に基づき、

責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第

425条第１項に定める最低限度額であります。

５. 当社は、同氏が代表を務める税理士法人と、税務業務の委託契約を締結しておりますが、その

報酬額は年間970千円と少額であり、利益相反の生じる恐れはないものと判断しております。

６. 当社は、会社法第430条の3第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結

し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任の

追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補する

こととしており、野末茂氏が監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれること

となります。

以　上
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氏 名 地 位

専門性と経験

企業経営

法務・リス

クマネジメ

ント

財務・会計
IT・デジタ

ル

研究開発・

技術

マーケティ

ング・営業
グローバル

取
締
役

織 田 哲 司
代表取締役

社長
● ●

鈴　木　紳一郎 取締役会長 ● ●

阿　部　　　修 取締役 ● ● ●

杉 村 靖 彦 取締役 ● ● ●

石　田　敬一郎 取締役 ● ●

今 頭 憲 治 取締役 ● ● ●

馬 場 智 巌
取締役
（社外）

● ●

西　尾　正由紀
取締役
（社外）

● ● ● ●

監
査
役

鈴　木　総一郎
常勤監査役
（社外）

● ● ●

中 村 英 勝
監査役
（社外）

● ● ●

影 山 孝 之
監査役

（社外）
● ●

（ご参考）取締役及び監査役の専門性と経験（スキルマトリックス）

　現任の取締役及び監査役の主要な専門性と経験は、次のとおりであります。
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株主総会会場ご案内図

開催日時：2026年３月26日（木）午前10時30分

（受付開始 午前10時）

会　　場：静岡県浜松市中央区板屋町111番地の１

アクトシティ浜松　コングレスセンター

３階　31会議室
昨年と開催時間・場所が異なりますので、ご注意ください。

交　　通：ご来場の際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。

①公共交通機関でご来場の場合
JR浜松駅より徒歩５分

②お車でご来場の場合
アクトシティ浜松地下駐車場（Aゾーン）をご利用ください。

※お帰りの際に株主総会会場の受付にて駐車無料券（２時間）

をお渡しいたします。

駐車場の詳細は以下のウェブサイトをご参照ください。

https://www.act-tower.co.jp/access/parking

〒 展示イベントホール

浜松科学館
バスターミナル

遠鉄百貨店

ホテルクラウン
パレス浜松

浜松郵便局

ＪＲ東海道本線

JR

浜
松
駅

中・大ホール
アクトタワーアクトシティ浜松

遠
州
鉄
道

新
浜
松
駅

東海道新幹線

至東京

至
名
古
屋

南口

北口

コングレスセンター


